
住民票等のコンビニ交付サービス手数料が１００円になります 

                            
 マイナンバーカードを利用して住民票の写し等の証明書をコンビニで取得するサービス

の手数料を２５０円から１００円に値下げします。 

 
１ 概要 

 マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマ

ルチコピー機で「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」又は「所得・課税証明書」が取得

できるコンビニ交付サービス。当該サービスの手数料について、証明書１件２５０円を

１００円に値下げします。 

 
２ 目的・意義       

 市民サービスの向上とマイナンバーカードの普及促進。 

 
３ 変更時期 

 令和５年４月１日（土曜日）から 

 
４ コンビニ交付サービスの概要 

利用できるコンビニ セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、 
ミニストップ等 

時間 ６：３０～２３：００（年末年始及び保守点検日を除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当 市民課証明交付係 
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